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県営追浜第一団地特定事業 入札説明書等の修正 新旧対照表（令和３年 11 月 12 日） 

資料名：入札説明書 

№ 頁 新 旧 

1 6 

 

 

 

第３ 事業者選定方法 

２ 入札等スケジュール 

※表中 

令和３年 

11月 15日

～18 日 

入札説明書等に関する事業者ヒアリング

の受付 

12 月下旬 
入札説明書等に関する事業者ヒアリング

の回答及び公表 
 

第３ 事業者選定方法 

２ 入札等スケジュール 

※表中 

令和３年 11月 25日 入札説明書等に関する事業者ヒアリング 
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№ 頁 新 旧 

2 16 第５ 入札参加資格確認手続等 

１ 入札参加手続 

(1) 入札説明書に関する事項 

エ 入札説明書等に関する事業者ヒアリング 

(2)に示す入札参加資格の確認を受け、入札参加資格を有している

とされた者を対象に、入札説明書に関する共通理解を図ること等を

目的として、事業者ヒアリングを書面により行います。 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

(ｱ) 実施方法 

（略） 

 

(ｲ) 回答の公表 

（略） 

 

(ｳ) その他  

（略） 

第５ 入札参加資格確認手続等 

１ 入札参加手続 

(1) 入札説明書に関する事項 

エ 入札説明書等に関する事業者ヒアリング 

(2)に示す入札参加資格の確認を受け、入札参加資格を有している

とされた者を対象に、入札説明書に関する共通理解を図ること等

を目的として、事業者ヒアリングを次のとおり行います。また、新

型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下であることを踏まえ、開

催方法の変更をさせていただく場合があります。その場合は、県ホ

ームページにてその旨を連絡しますので、参加前に事業者ヒアリ

ングの開催について確認いただきますようお願いします。 
(ｱ) 日時 令和３年 11月 25 日（木） 

 

(ｲ) 場所 横浜市西区岡野２－12の 20 横浜西合同庁舎６階会議室 

 

(ｳ) 申込方法等 

（略） 

 

(ｴ) 回答の公表 

（略） 

 

(ｵ) その他 

（略） 
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資料名：付属資料１ 県営追浜第一団地特定事業に係る入札説明書等に関する事業者ヒアリング要綱 

№ 頁 新 旧 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

３ ヒアリングの実施方法 

ヒアリングは、事業者から提出された質問について、県ホームページ

で回答を公表して行う。（書面開催） 

 

 

４ 情報公開及び事業者の権利等の保護 

質問回答については、原則公表する。 

ただし、事業者独自のノウハウに関する質問回答については、県が判

断し公表（回答）しないことがある。 

 

（略） 

 

（削除） 

 

 

 

６ 参加申込みと質問票の提出 

参加希望者は、添付様式 1-3-1「事業者ヒアリング 参加申込書」及び

添付様式 1-3-2「事業者ヒアリング 質問票」に必要事項を記入の上、令

和３年 11月 15 日（月）から令和３年 11 月 18 日（木）17 時 15 分（必

着）の間に電子メールにより申し込むこと。 

単体企業又は代表企業からの申込みとする。また、「事業者ヒアリン

グ 質問票」には 1つの記入欄に１質問ずつ記入し提出すること。 

 

（略） 

 

７ 質問の再提出 

提出された質問に不明確な点が認められた場合、県より質問票の再提

出を求める場合がある。 

３ ヒアリングの実施方法 

ヒアリングは、事業者から事前に提出された質問について、事業者と

県の１対１で行う。また、事前に提出した質問票以外の書類の持ち込み

は禁止する。 

 

４ 情報公開及び事業者の権利等の保護 

質問回答については、原則公表するものとし、ヒアリング終了後、県

ホームページで公表する。 

ただし、事業者独自のノウハウに関する質問回答については、県が判

断し公表しないことがある。 

（略） 

 

６ 実施日程 

令和３年 11 月 25 日（木）に行う。なお、時間及び会場については、

県からヒアリング参加者に別途連絡する。 

 

７ 参加申込みと質問票の提出 

参加希望者は、添付様式 1-3-1「事業者ヒアリング 参加申込書」及び

添付様式 1-3-2「事業者ヒアリング 質問票」に必要事項を記入の上、令

和３年 11月 15 日（月）から令和３年 11 月 18 日（木）17 時 15 分（必

着）の間に電子メールにより申し込むこと。 

１事業者での申込みとし、参加人数の制限を行う場合がある。また、

「事業者ヒアリング 質問票」には 1 つの記入欄に１質問ずつ記入し提

出すること。 

（略） 

 

８ 質問の再提出 

提出された質問に不明確な点が認められた場合、県より質問票の再

提出を求める場合がある。 
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№ 頁 新 旧 

1 2 ８ 費用負担 

「事業者ヒアリング 参加申込書」及び「事業者ヒアリング 質問票」

の提出に係る諸費用については参加者の負担とする。 

 

 

９ ヒアリングにおける公平性の確保 

県は、ヒアリングの参加の有無により、入札参加者間で優劣が発生す

るようなことがないよう、公平性に十分に留意する。 

なお、入札時においては、ヒアリングで質問した内容と同様の提案を

提出する必要はない。 

９ 費用負担 

「事業者ヒアリング 参加申込書」及び「事業者ヒアリング 質問票」

の提出に係る諸費用並びにヒアリング会場までの交通費については参

加者の負担とする。 

 

10 ヒアリングにおける公平性の確保 

県は、ヒアリングの参加の有無により、入札参加者間で優劣が発生す

るようなことがないよう、公平性に十分に留意する。 

なお、入札時においては、ヒアリングで質問した内容と同様の提案を

提出する必要はない。 

 

 



- 5 - 

資料名：別添資料２ 落札者決定基準 

№ 頁 新 旧 

1 3 第２ 資格審査及び事業者ヒアリング 

２ 事業者ヒアリング 

県は、入札参加者との十分な意思疎通を図ることによって、本事業

の趣旨に対する入札参加者の理解を深め、県の意図と入札参加者の提

案内容との間に齟齬が生じないようにすることを目的として、事前に

提出のあった質問について各入札参加者に対し、事業者ヒアリングを

行う。 

（略） 

第２ 資格審査及び事業者ヒアリング 

２ 事業者ヒアリング 

県は、入札参加者との十分な意思疎通を図ることによって、本事業

の趣旨に対する入札参加者の理解を深め、県の意図と入札参加者の提

案内容との間に齟齬が生じないようにすることを目的として、事前に

提出のあった質問について各入札参加者に対し、対面方式により事業

者ヒアリングを行う。 

（略） 
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資料名：別添資料３ 様式集 

№ 頁 新 旧 

1 13 （様式 2-2） 

令和 年 月 日 

事業者ヒアリング 参加申込書 

 

「県営追浜第一団地特定事業」に関する事業者ヒアリングに次のとお

り申し込みます。 

単体企業又は

代表企業 

商号または名称  

電話番号  

E - m a i l  

所属・役職  

担当者氏名  
 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

注１ Microsoft Wordの様式で作成してください。 

（削除） 

（様式 2-2） 

令和 年 月 日 

事業者ヒアリング 参加申込書 

 

「県営追浜第一団地特定事業」に関する事業者ヒアリングに次のとお

り申し込みます。 

単体企業又は

代表企業 

商号または名称  

電話番号  

E - m a i l  

所属・役職  

担当者氏名  

事業者ヒアリ

ング 

への参加者 

商号または名称  

所属・役職  

氏名  

商号または名称  

所属・役職  

氏名  

商号または名称  

所属・役職  

氏名  

商号または名称  

所属・役職  

氏名  

商号または名称  

所属・役職  

氏名  
 

注１ 記載欄が足りない場合は適宜、追加してください。 

注２ Microsoft Wordの様式で作成してください。 

注３  参加者人数の上限を設ける等の調整を後日行う可能性があります。 

 


